
新

旧

対

照

条

文

◎
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
以
下
「
療
担
規
則
」
と
い
う

第
一

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
以
下
「
療
担
規
則
」
と
い
う

。
）
第
二
条
の
六
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療

。
）
第
二
条
の
六
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療

養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
療
担
基
準
」
と
い
う

養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
療
担
基
準
」
と
い
う

。
）
第
二
条
の
六
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項

。
）
第
二
条
の
六
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

療
担
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
並
び
に
療
担

四

療
担
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定

基
準
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
明
細
書

す
る
明
細
書
の
発
行
状
況
に
関
す
る
事
項

の
発
行
状
況
に
関
す
る
事
項

五

（
略
）

五

（
略
）

第
一
の
二

療
担
規
則
第
五
条
第
三
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働

（
新
設
）

大
臣
の
定
め
る
選
定
療
養

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

も
の

第
一
の
三

療
担
規
則
第
五
条
第
三
項
第
二
号
及
び
療
担
基
準
第
五
条
第
三
項
第
二

（
新
設
）



号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
金
額

一

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
第
二

条
第
四
号
の
初
診
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
金
額

医
師
で
あ
る
保
険
医
に
よ
る
初
診
の
場
合

五
千
円

（一）

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
に
よ
る
初
診
の
場
合

三
千
円

（二）
二

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
第
二

条
第
五
号
の
再
診
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
金
額

医
師
で
あ
る
保
険
医
に
よ
る
再
診
の
場
合

二
千
五
百
円

（一）

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
に
よ
る
再
診
の
場
合

一
千
五
百
円

（二）

第
一
の
四

療
担
規
則
第
五
条
第
三
項
第
二
号
及
び
療
担
基
準
第
五
条
第
三
項
第
二

（
新
設
）

号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
場
合

一

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
第
二

条
第
四
号
の
初
診
に
あ
っ
て
は
、
他
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
の
文
書
に
よ
る

紹
介
が
な
い
患
者
に
対
し
て
、
療
担
規
則
第
五
条
第
三
項
第
二
号
又
は
療
担
基

準
第
五
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
額
以
上
の
金
額
の
支
払
を
求
め
な
い

こ
と
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

二

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
第
二

条
第
五
号
の
再
診
に
あ
っ
て
は
、
他
の
病
院
（
療
担
規
則
第
五
条
第
三
項
又
は

療
担
基
準
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
を
除
く
。
）
又
は
診
療

所
に
対
し
て
文
書
に
よ
る
紹
介
を
行
う
旨
の
申
出
を
行
っ
た
患
者
に
対
し
て
、

療
担
規
則
第
五
条
第
三
項
第
二
号
又
は
療
担
基
準
第
五
条
第
三
項
第
二
号
に
規

定
す
る
金
額
以
上
の
金
額
の
支
払
を
求
め
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由

が
あ
る
場
合

第
一
の
五

療
担
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
二
第
二
項
に

第
一
の
二

療
担
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
二
第
二
項
に



規
定
す
る
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
険
医
療
機
関

規
定
す
る
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
険
医
療
機
関

（
略
）

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組

織
の
使
用
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
行
っ
て
い
る
保
険

医
療
機
関
（
同
令
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
又
は
附
則
第
四
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
に
よ
る
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
険

医
療
機
関
を
除
く
。
）

第
一
の
六

療
担
規
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
二
の
二

（
新
設
）

第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
公
費
負
担
医
療

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
一
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
当
該
給
付
に
関
す
る
費
用
の
負
担
の

全
額
が
公
費
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

第
二

療
担
規
則
第
五
条
の
四
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
四
第
一
項
の
評
価

第
二

療
担
規
則
第
五
条
の
四
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
四
第
一
項
の
評
価

療
養
に
関
し
て
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

療
養
に
関
し
て
支
払
を
受
け
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
略
）

（
略
）

第
二
の
二

療
担
規
則
第
五
条
の
四
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
四
第
一
項
の

（
新
設
）

患
者
申
出
療
養
に
関
し
て
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
基
準

一

療
養
は
、
適
切
に
行
わ
れ
る
体
制
が
整
っ
て
い
る
等
保
険
医
療
機
関
が
特
別

の
料
金
を
徴
収
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
。

二

当
該
療
養
は
、
患
者
へ
の
情
報
提
供
を
前
提
と
し
、
患
者
の
自
由
な
選
択
と

同
意
が
な
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。



三

患
者
へ
の
情
報
提
供
に
資
す
る
た
め
、
特
別
の
料
金
等
の
内
容
を
定
め
、
又

は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
は
、
報
告
を
行
う
保
険
医
療
機
関
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三

療
担
規
則
第
五
条
の
四
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
四
第
一
項
の
選
定

第
三

療
担
規
則
第
五
条
の
四
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
四
第
一
項
の
選
定

療
養
に
関
し
て
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

療
養
に
関
し
て
支
払
を
受
け
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
別
の
療
養
環
境
の
提
供
に
関
す
る
基
準

二

特
別
の
療
養
環
境
の
提
供
に
関
す
る
基
準

（
略
）

（
略
）

（一）

（一）

（
略
）

（
略
）

（二）

（二）

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

医
科
点
数
表
第
１
章
第
２
部
第
１
節
又
は
歯
科
点
数
表
第
１
章
第
２
部

ホ

医
科
点
数
表
第
１
章
第
２
部
第
１
節
又
は
歯
科
点
数
表
第
１
章
第
２
部

第
１
節
に
規
定
す
る
七
対
一
入
院
基
本
料
及
び
十
対
一
入
院
基
本
料
、
療

第
１
節
に
規
定
す
る
七
対
一
入
院
基
本
料
及
び
十
対
一
入
院
基
本
料
、
療

養
病
棟
入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本
料
及
び
夜
勤
時
間
特
別
入
院
基
本

養
病
棟
入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本
料
を
除
く
。
）
並
び
に
有
床
診
療

料
を
除
く
。
）
並
び
に
有
床
診
療
所
入
院
基
本
料
の
入
院
基
本
料
１
又
は

所
入
院
基
本
料
の
入
院
基
本
料
１
又
は
入
院
基
本
料
４
を
算
定
す
る
保
険

入
院
基
本
料
４
を
算
定
す
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
・
ト

（
略
）

ヘ
・
ト

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（三）

（三）

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

第
四

療
担
規
則
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
十
一
条
の
三
の
厚
生
労

第
四

療
担
規
則
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
十
一
条
の
三
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
報
告
事
項

働
大
臣
が
定
め
る
報
告
事
項

一

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

一

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法



律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
評
価
療

律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
評
価
療

養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
に
関
す
る
事
項

養
及
び
選
定
療
養
に
関
す
る
事
項

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

療
担
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
並
び
に
療
担

五

療
担
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定

基
準
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
明
細
書

す
る
明
細
書
の
発
行
状
況
に
関
す
る
事
項

の
発
行
状
況
に
関
す
る
事
項

第
五

療
担
規
則
第
十
八
条
及
び
療
担
基
準
第
十
八
条
の
特
殊
療
法
に
係
る
厚
生
労

第
五

療
担
規
則
第
十
八
条
及
び
療
担
基
準
第
十
八
条
の
特
殊
療
法
に
係
る
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
療
法
等

働
大
臣
が
定
め
る
療
法
等

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
第
一
条
各

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

号
に
掲
げ
る
評
価
療
養
及
び
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
患
者
申
出
療
養

告
示
第
四
百
九
十
五
号
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
評
価
療
養

第
六

療
担
規
則
第
十
九
条
第
一
項
本
文
及
び
療
担
基
準
第
十
九
条
第
一
項
本
文
の

第
六

療
担
規
則
第
十
九
条
第
一
項
本
文
及
び
療
担
基
準
第
十
九
条
第
一
項
本
文
の

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
医
の
使
用
医
薬
品

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
医
の
使
用
医
薬
品

使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
号
）

使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
号
）

の
別
表
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
（
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
以
降
に
お
い
て
は

の
別
表
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
以
降
に
お
い
て
は

別
表
第
１
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
お
い

別
表
第
１
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
お
い

て
は
別
表
第
２
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
並
び
に
投
薬
又
は
注
射
の

て
は
別
表
第
２
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
、
同
年
十
月
一
日
以
降
に
お
い
て
は

適
否
に
関
す
る
反
応
試
験
に
用
い
る
医
薬
品
、
焼
セ
ッ
コ
ウ
及
び
別
表
第
３
に
収
載

別
表
第
４
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
お
い

さ
れ
て
い
る
医
薬
品

て
は
別
表
第
７
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
並
び
に
投
薬
又
は
注
射
の

適
否
に
関
す
る
反
応
試
験
に
用
い
る
医
薬
品
、
焼
セ
ッ
コ
ウ
及
び
別
表
第
３
に
収
載

さ
れ
て
い
る
医
薬
品
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
お
い
て
は
別
表
第
５
に
収

載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
、
同
年
十
月
一
日
以
降
に
お
い
て
は
別
表
第
６
に
収
載
さ

れ
て
い
る
医
薬
品
を
除
く
。
）

第
七

療
担
規
則
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
療
担
基
準
第
十
九
条
第
一
項
た

第
七

療
担
規
則
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
療
担
基
準
第
十
九
条
第
一
項
た



だ
し
書
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合

だ
し
書
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合

一

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
第
一

一

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ

条
第
四
号
に
掲
げ
る
療
養
に
係
る
医
薬
品
を
使
用
す
る
場
合

る
療
養
に
係
る
医
薬
品
を
使
用
す
る
場
合

二

（
略
）

二

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
施
設
基
準
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る

先
進
医
療
に
係
る
薬
物
を
使
用
す
る
場
合

第
九

療
担
規
則
第
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
療
担
基
準
第
十
九
条
第
二
項
た

第
九

療
担
規
則
第
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
療
担
基
準
第
十
九
条
第
二
項
た

だ
し
書
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合

だ
し
書
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
第
一

三

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ

条
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
に
係
る
歯
科
材
料
を
使
用
す
る
場
合

る
療
養
に
係
る
歯
科
材
料
を
使
用
す
る
場
合

四

（
略
）

四

（
略
）

第
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
注
射
薬
等

第
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
注
射
薬
等

一

療
担
規
則
第
二
十
条
第
二
号
ト
及
び
療
担
基
準
第
二
十
条
第
三
号
ト
の
厚
生

一

療
担
規
則
第
二
十
条
第
二
号
ト
及
び
療
担
基
準
第
二
十
条
第
三
号
ト
の
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医
が
投
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
注
射
薬

労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医
が
投
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
注
射
薬

イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
、
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
活
性
型
血
液
凝

イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
、
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
活
性
型
血
液
凝

固
第
Ⅶ
因
子
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
血
液
凝
固
第
Ⅹ
因
子
加
活
性
化
第
Ⅶ
因
子
製
剤

固
第
Ⅶ
因
子
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
血
液
凝
固
第
Ⅹ
因
子
加
活
性
化
第
Ⅶ
因
子
製
剤

、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
型
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製

、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
型
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製

剤
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
型
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子

剤
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
型
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子

製
剤
、
活
性
化
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
複
合
体
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
因
子
抗
体
迂
回
活

製
剤
、
活
性
化
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
複
合
体
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
因
子
抗
体
迂
回
活

う

う

性
複
合
体
、
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
剤
、
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
製
剤

性
複
合
体
、
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
剤
、
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
製
剤

、
ゴ
ナ
ド
ト
ロ
ピ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
誘
導
体
、
ソ
マ
ト
ス
タ
チ
ン
ア
ナ
ロ
グ
、
顆

、
ゴ
ナ
ド
ト
ロ
ピ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
誘
導
体
、
ソ
マ
ト
ス
タ
チ
ン
ア
ナ
ロ
グ
、
顆

か

か

粒
球
コ
ロ
ニ
ー
形
成
刺
激
因
子
製
剤
、
自
己
連
続
携
行
式
腹
膜
灌
流
用
灌
流
液
、

粒
球
コ
ロ
ニ
ー
形
成
刺
激
因
子
製
剤
、
自
己
連
続
携
行
式
腹
膜
灌
流
用
灌
流
液
、

か

ん

か

ん

か

ん

か

ん

在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
用
輸
液
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
イ
ン
タ

在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
用
輸
液
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
イ
ン
タ

ー
フ
ェ
ロ
ン
ベ
ー
タ
製
剤
、
ブ
プ
レ
ノ
ル
フ
ィ
ン
製
剤
、
抗
悪
性
腫
瘍
剤
、
グ
ル

ー
フ
ェ
ロ
ン
ベ
ー
タ
製
剤
、
ブ
プ
レ
ノ
ル
フ
ィ
ン
製
剤
、
抗
悪
性
腫
瘍
剤
、
グ
ル



カ
ゴ
ン
製
剤
、
グ
ル
カ
ゴ
ン
様
ペ
プ
チ
ド
―
１
受
容
体
ア
ゴ
ニ
ス
ト
、
ヒ
ト
ソ
マ

カ
ゴ
ン
製
剤
、
グ
ル
カ
ゴ
ン
様
ペ
プ
チ
ド
―
１
受
容
体
ア
ゴ
ニ
ス
ト
、
ヒ
ト
ソ
マ

ト
メ
ジ
ンC

製
剤
、
人
工
腎
臓
用
透
析
液
（
在
宅
血
液
透
析
を
行
っ
て
い
る
患
者

ト
メ
ジ
ンC

製
剤
、
人
工
腎
臓
用
透
析
液
（
在
宅
血
液
透
析
を
行
っ
て
い
る
患
者

（
以
下
「
在
宅
血
液
透
析
患
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る

（
以
下
「
在
宅
血
液
透
析
患
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る

。
）
、
血
液
凝
固
阻
止
剤
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限

。
）
、
血
液
凝
固
阻
止
剤
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
、
生
理
食
塩
水
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
及
び
本

る
。
）
、
生
理
食
塩
水
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
及
び
本

号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た
り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場
合

号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た
り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場
合

に
限
る
。
）
、
プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
ジ
ンI

２
製
剤
、
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
エ

に
限
る
。
）
、
プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
ジ
ンI

２
製
剤
、
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
エ

タ
ネ
ル
セ
プ
ト
製
剤
、
注
射
用
水
（
本
号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た

タ
ネ
ル
セ
プ
ト
製
剤
、
注
射
用
水
（
本
号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た

り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場
合
に
限
る
。
）
、
ペ
グ
ビ
ソ
マ
ン
ト
製
剤
、

り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場
合
に
限
る
。
）
、
ペ
グ
ビ
ソ
マ
ン
ト
製
剤
、

ス
マ
ト
リ
プ
タ
ン
製
剤
、
フ
ェ
ン
タ
ニ
ル
ク
エ
ン
酸
塩
製
剤
、
複
方
オ
キ
シ
コ
ド

ス
マ
ト
リ
プ
タ
ン
製
剤
、
フ
ェ
ン
タ
ニ
ル
ク
エ
ン
酸
塩
製
剤
、
複
方
オ
キ
シ
コ
ド

ン
製
剤
、
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ

ン
製
剤
、
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ

ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
メ
タ
ス
ル
ホ
安
息
香

ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
メ
タ
ス
ル
ホ
安
息
香

酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
プ
ロ
ト
ン
ポ
ン
プ
阻
害
剤
、H

２

遮
断
剤
、
カ

酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
プ
ロ
ト
ン
ポ
ン
プ
阻
害
剤
、H

２

遮
断
剤
、
カ

ル
バ
ゾ
ク
ロ
ム
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
ト
ラ
ネ
キ
サ
ム
酸
製
剤
、
フ
ル

ル
バ
ゾ
ク
ロ
ム
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
ト
ラ
ネ
キ
サ
ム
酸
製
剤
、
フ
ル

ル
ビ
プ
ロ
フ
ェ
ン
ア
キ
セ
チ
ル
製
剤
、
メ
ト
ク
ロ
プ
ラ
ミ
ド
製
剤
、
プ
ロ
ク
ロ
ル

ル
ビ
プ
ロ
フ
ェ
ン
ア
キ
セ
チ
ル
製
剤
、
メ
ト
ク
ロ
プ
ラ
ミ
ド
製
剤
、
プ
ロ
ク
ロ
ル

ペ
ラ
ジ
ン
製
剤
、
ブ
チ
ル
ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン
臭
化
物
製
剤
、
グ
リ
チ
ル
リ
チ
ン
酸
モ

ペ
ラ
ジ
ン
製
剤
、
ブ
チ
ル
ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン
臭
化
物
製
剤
、
グ
リ
チ
ル
リ
チ
ン
酸
モ

ノ
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
・
グ
リ
シ
ン
・L

―
シ
ス
テ
イ
ン
塩
酸
塩
配
合
剤
、
ア
ダ
リ
ム

ノ
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
・
グ
リ
シ
ン
・L

―
シ
ス
テ
イ
ン
塩
酸
塩
配
合
剤
、
ア
ダ
リ
ム

マ
ブ
製
剤
、
エ
リ
ス
ロ
ポ
エ
チ
ン
（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌
流
を
行
っ

マ
ブ
製
剤
、
エ
リ
ス
ロ
ポ
エ
チ
ン
（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌
流
を
行
っ

か

ん

か

ん

て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限

て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
、
ダ
ル
ベ
ポ
エ
チ
ン
（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌
流
を
行
っ
て
い

る
。
）
、
ダ
ル
ベ
ポ
エ
チ
ン
（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌
流
を
行
っ
て
い

か

ん

か

ん

る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。

る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。

）
、
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
製
剤
、
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
製
剤
、
ヘ
パ
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
製
剤

）
、
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
製
剤
、
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
製
剤
、
ヘ
パ
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
製
剤

、
オ
キ
シ
コ
ド
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ア
ポ
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
セ
ル
ト
リ
ズ
マ

、
オ
キ
シ
コ
ド
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ア
ポ
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
セ
ル
ト
リ
ズ
マ

ブ
ペ
ゴ
ル
製
剤
、
ト
シ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
メ
ト
レ
レ
プ
チ
ン
製
剤
、
ア
バ
タ
セ
プ

ブ
ペ
ゴ
ル
製
剤
、
ト
シ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
メ
ト
レ
レ
プ
チ
ン
製
剤
、
ア
バ
タ
セ
プ

ト
製
剤
、p

H

４
処
理
酸
性
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
（
皮
下
注
射
）
製
剤
、
電
解
質
製

ト
製
剤
、p

H
４
処
理
酸
性
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
（
皮
下
注
射
）
製
剤
、
電
解
質
製

剤
、
注
射
用
抗
菌
薬
、
エ
ダ
ラ
ボ
ン
製
剤
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
患
者
に
対
し

剤
、
注
射
用
抗
菌
薬
、
エ
ダ
ラ
ボ
ン
製
剤
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
患
者
に
対
し



て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
ア
ス
ホ
タ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
グ
ラ
チ
ラ
マ

て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
ア
ス
ホ
タ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
及
び
グ
ラ
チ
ラ

ー
酢
酸
塩
製
剤
及
び
脂
肪
乳
剤

マ
ー
酢
酸
塩
製
剤

二

投
薬
期
間
に
上
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
医
薬
品

二

投
薬
期
間
に
上
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
医
薬
品

療
担
規
則
第
二
十
条
第
二
号
ヘ
及
び
ト
並
び
に
第
二
十
一
条
第
二
号
ヘ
並

療
担
規
則
第
二
十
条
第
二
号
ヘ
及
び
ト
並
び
に
第
二
十
一
条
第
二
号
ヘ
並

（一）

（一）

び
に
療
担
基
準
第
二
十
条
第
三
号
ヘ
及
び
ト
並
び
に
第
二
十
一
条
第
三
号
ヘ

び
に
療
担
基
準
第
二
十
条
第
三
号
ヘ
及
び
ト
並
び
に
第
二
十
一
条
第
三
号
ヘ

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
投
薬
量
又
は
投
与
量
が
十
四
日
分
を
限
度
と
さ

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
投
薬
量
又
は
投
与
量
が
十
四
日
分
を
限
度
と
さ

れ
る
内
服
薬
及
び
外
用
薬
並
び
に
注
射
薬

れ
る
内
服
薬
及
び
外
用
薬
並
び
に
注
射
薬

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

新
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

ハ

新
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四

条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、

条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、

使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
へ
の
収
載
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
へ
の
収
載
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

初
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て

初
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
）
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
（
次

は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
）
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
（
次

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ソ
バ
ル
デ
ィ
錠
四
〇
〇m

g

（
一
回
の
投
薬
量
が
二
十
八
日
分
以
内
で
あ
る

ス
タ
リ
ビ
ル
ド
配
合
錠
、
イ
ル
ト
ラ
配
合
錠H

D

、
イ
ル
ト
ラ
配
合
錠L

D

、

場
合
に
限
る
。
）
、
ノ
ピ
コ
ー
ル
カ
プ
セ
ル
二
・
五
μg
、
エ
ク
リ
ラ
四

ル
ナ
ベ
ル
配
合
錠U

L
D

（
一
回
の
投
薬
量
が
三
十
日
分
以
内
で
あ
る
場
合

〇
〇
μg

ジ
ェ
ヌ
エ
ア
三
十
吸
入
用
（
一
回
の
投
薬
量
が
十
五
日
分
以
内

に
限
る
。
）
、
ア
ゾ
ル
ガ
配
合
懸
濁
性
点
眼
液
、
テ
ビ
ケ
イ
錠
五
〇m

g

、

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
ハ
ー
ボ
ニ
ー
配
合
錠
（
一
回
の
投
薬
量
が
二

ア
テ
デ
ィ
オ
配
合
錠
、
ザ
ク
ラ
ス
配
合
錠H

D

、
ザ
ク
ラ
ス
配
合
錠L

D

、
コ

十
八
日
分
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
エ
ク
メ
ッ
ト
配
合
錠H

D
及
び

ム
プ
レ
ラ
配
合
錠
、
ト
リ
ー
メ
ク
配
合
錠
、
ソ
バ
ル
デ
ィ
錠
四
〇
〇m

g

（

エ
ク
メ
ッ
ト
配
合
錠L

D

一
回
の
投
薬
量
が
二
十
八
日
分
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
ノ
ピ
コ

ー
ル
カ
プ
セ
ル
二
・
五
μg

、
エ
ク
リ
ラ
四
〇
〇
μg

ジ
ェ
ヌ
エ
ア
三
十
吸

入
用
（
一
回
の
投
薬
量
が
十
五
日
分
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
ハ

ー
ボ
ニ
ー
配
合
錠
（
一
回
の
投
薬
量
が
二
十
八
日
分
以
内
で
あ
る
場
合
に

限
る
。
）
、
エ
ク
メ
ッ
ト
配
合
錠H

D

及
び
エ
ク
メ
ッ
ト
配
合
錠L

D

・

（
略
）

・

（
略
）

（二）

（三）

（二）

（三）



第
十
一

療
担
規
則
第
二
十
一
条
第
九
号
た
だ
し
書
の
矯
正
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣

第
十
一

療
担
規
則
第
二
十
一
条
第
九
号
た
だ
し
書
の
矯
正
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
場
合

が
定
め
る
場
合

一

（
略
）

一

（
略
）

二

歯
科
点
数
表
第
２
章
第1

3

部
区
分
番
号N

0
0
0

に
掲
げ
る
歯
科
矯
正
診
断
料
の

二

歯
科
点
数
表
第
２
章
第1

3

部
区
分
番
号N

0
0
0

に
掲
げ
る
歯
科
矯
正
診
断
料
の

規
定
に
よ
り
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の

規
定
に
よ
り
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の

と
し
て
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
た
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
ゴ
ー
ル

と
し
て
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
た
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
ゴ
ー
ル

デ
ン
ハ
ー
症
候
群
（
鰓
弓
異
常
症
を
含
む
。
）
、
鎖
骨
・
頭
蓋
骨
異
形
成
、
ト

デ
ン
ハ
ー
症
候
群
（
鰓
弓
異
常
症
を
含
む
。
）
、
鎖
骨
・
頭
蓋
骨
異
形
成
、
ク

さ

い

さ

い

リ
ー
チ
ャ
ー
コ
リ
ン
ズ
症
候
群
、
ピ
エ
ー
ル
ロ
バ
ン
症
候
群
、
ダ
ウ
ン
症
候
群

ル
ー
ゾ
ン
症
候
群
、
ト
リ
ー
チ
ャ
ー
コ
リ
ン
ズ
症
候
群
、
ピ
エ
ー
ル
ロ
バ
ン
症

、
ラ
ッ
セ
ル
シ
ル
バ
ー
症
候
群
、
タ
ー
ナ
ー
症
候
群
、
ベ
ッ
ク
ウ
ィ
ズ
・
ヴ
ィ

候
群
、
ダ
ウ
ン
症
候
群
、
ラ
ッ
セ
ル
シ
ル
バ
ー
症
候
群
、
タ
ー
ナ
ー
症
候
群
、

ー
ド
マ
ン
症
候
群
、
ロ
ン
ベ
ル
グ
症
候
群
、
先
天
性
ミ
オ
パ
チ
ー
（
先
天
性
筋

ベ
ッ
ク
ウ
ィ
ズ
・
ヴ
ィ
ー
ド
マ
ン
症
候
群
、
尖
頭
合
指
症
、
ロ
ン
ベ
ル
グ
症
候

せ

ん

ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
含
む
。
）
、
顔
面
半
側
肥
大
症
、
エ
リ
ス
・
ヴ
ァ
ン
・
ク

群
、
先
天
性
ミ
オ
パ
チ
ー
、
顔
面
半
側
肥
大
症
、
エ
リ
ス
・
ヴ
ァ
ン
・
ク
レ
ベ

レ
ベ
ル
ド
症
候
群
、
軟
骨
形
成
不
全
症
、
外
胚
葉
異
形
成
症
、
神
経
線
維
症
、

ル
ド
症
候
群
、
軟
骨
形
成
不
全
症
、
外
胚
葉
異
形
成
症
、
神
経
線
維
症
、
基
底

は

い

は

い

基
底
細
胞
母
斑
症
候
群
、
ヌ
ー
ナ
ン
症
候
群
、
マ
ル
フ
ァ
ン
症
候
群
、
プ
ラ
ダ

細
胞
母
斑
症
候
群
、
ヌ
ー
ナ
ン
症
候
群
、
マ
ル
フ
ァ
ン
症
候
群
、
プ
ラ
ダ
ー
ウ

ー
ウ
ィ
リ
ー
症
候
群
、
顔
面
裂
、
大
理
石
骨
病
、
色
素
失
調
症
、
口
・
顔
・
指

ィ
リ
ー
症
候
群
、
顔
面
裂
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
、
大
理
石
骨
病
、
色
素
失
調

症
候
群
、
メ
ー
ビ
ウ
ス
症
候
群
、
カ
ブ
キ
症
候
群
、
ク
リ
ッ
ペ
ル
・
ト
レ
ノ
ー

症
、
口
・
顔
・
指
症
候
群
、
メ
ー
ビ
ウ
ス
症
候
群
、
カ
ブ
キ
症
候
群
、
ク
リ
ッ

ネ
イ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
症
候
群
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
症
候
群
、
ビ
ン
ダ
ー
症
候
群
、

ペ
ル
・
ト
レ
ノ
ー
ネ
イ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
症
候
群
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
症
候
群
、
ビ

ス
テ
ィ
ッ
ク
ラ
ー
症
候
群
、
小
舌
症
、
頭
蓋
骨
癒
合
症
（
ク
ル
ー
ゾ
ン
症
候
群

ン
ダ
ー
症
候
群
、
ス
テ
ィ
ッ
ク
ラ
ー
症
候
群
、
小
舌
症
、
頭
蓋
骨
癒
合
症
、
骨

及
び
尖
頭
合
指
症
を
含
む
。
）
、
骨
形
成
不
全
症
、
口
笛
顔
貌
症
候
群
、
ル
ビ

形
成
不
全
症
、
口
笛
顔
貌
症
候
群
、
ル
ビ
ン
ス
タ
イ
ン
―
テ
ィ
ビ
症
候
群
、
常

せ

ん

ン
ス
タ
イ
ン
―
テ
ィ
ビ
症
候
群
、
常
染
色
体
欠
失
症
候
群
、
ラ
ー
セ
ン
症
候
群

染
色
体
欠
失
症
候
群
、
ラ
ー
セ
ン
症
候
群
、
濃
化
異
骨
症
、
六
歯
以
上
の
非
症

、
濃
化
異
骨
症
、
六
歯
以
上
の
先
天
性
部
分
（
性
）
無
歯
症
、
チ
ャ
ー
ジ
症
候

候
性
部
分
性
無
歯
症
、
チ
ャ
ー
ジ
症
候
群
、
マ
ー
シ
ャ
ル
症
候
群
、
下
垂
体
性

群
、
マ
ー
シ
ャ
ル
症
候
群
、
成
長
ホ
ル
モ
ン
分
泌
不
全
性
低
身
長
症
、
ポ
リ
エ

小
人
症
、
ポ
リ
エ
ッ
ク
ス
症
候
群
（
ク
ラ
イ
ン
フ
ェ
ル
タ
ー
症
候
群
）
又
は
リ

ッ
ク
ス
症
候
群
、
リ
ン
グ1

8

症
候
群
、
リ
ン
パ
管
腫
、
全
前
脳
（
胞
）
症
、
ク

ン
グ1

8

症
候
群
に
起
因
し
た
咬
合
異
常
に
お
け
る
療
養
で
あ
っ
て
歯
科
矯
正
の

こ

う

ラ
イ
ン
フ
ェ
ル
タ
ー
症
候
群
、
偽
性
低
ア
ル
ド
ス
テ
ロ
ン
症
（
ゴ
ー
ド
ン
症
候

必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合

群
）
、
ソ
ト
ス
症
候
群
又
は
グ
リ
コ
サ
ミ
ノ
グ
リ
カ
ン
代
謝
障
害
（
ム
コ
多
糖

症
）
に
起
因
し
た
咬
合
異
常
に
お
け
る
療
養
で
あ
っ
て
歯
科
矯
正
の
必
要
が
認

こ

う



め
ら
れ
る
場
合

三

（
略
）

三

（
略
）

第
十
三

保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
以
下
「
薬
担
規
則
」
と
い

第
十
三

保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
以
下
「
薬
担
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
四
及
び
療
担
基
準
第
二
十
五
条
の
四
の
保
険
薬
局
に
係
る
厚
生

う
。
）
第
二
条
の
四
及
び
療
担
基
準
第
二
十
五
条
の
四
の
保
険
薬
局
に
係
る
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項

労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

薬
担
規
則
第
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
並
び
に
療
担

三

薬
担
規
則
第
四
条
の
二
第
二
項
及
び
療
担
基
準
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に

基
準
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す

規
定
す
る
明
細
書
の
発
行
状
況
に
関
す
る
事
項

る
明
細
書
の
発
行
状
況
に
関
す
る
事
項

第
十
三
の
二
の
二

薬
担
規
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
二
十
六

（
新
設
）

条
の
五
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
公
費
負
担
医
療

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
一
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
当
該
給
付
に
関
す
る
費
用
の
負
担
の

全
額
が
公
費
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）


